
筑西市業務継続計画（ＢＣＰ）概要版 
○ 主な非常時優先業務 

〇 推進体制 
・業務継続マニュアルは、ＰＤＣＡサイクル（Ｐｌａｎ・Ｄｏ・Ｃｈｅｃｋ・Ａｃｔｉｏｎ）による不断の見直し
を行い、常に最適化を図るものとする。 

（ 
非 
常 
時 
優 
先 
業 
務 
） 

項目 主な課題 主な対策の方向性 

職 員 
〇速やかな参集の実現 

〇職員家族の安否確認 

〇参集訓練の定期的な実施及び参集基準の周知徹
底により、迅速に参集ができるような体制を構築 

〇家族間で災害用伝言ダイヤル、メモによる連絡方
法及び操作方法を確認しておくこと 

庁 舎 
〇代替施設の確保、バックアップ機能
の充実 

〇代替施設における必要な資源（執務スペース、電
力、トイレ等の確保状況）の確認及び整備 

電 気 
〇業務継続に足りる非常用電源設
備の整備 

〇災害協定の活用（発電機のレンタル、電源の早期
復旧） 

〇非常用電源設備の整備（本庁舎においては平成31
年度に整備予定） 

飲 料 水 

食 糧 等 
〇飲料水・食料等は３日分を確保済み 

〇引き続き必要数の確保に努める 
〇職員は参集時に各自食料品を持参するよう周知 

通 信 
〇様々な状況に備えた連絡手段の確
保 

〇災害協定の活用（設備の早期復旧） 

〇防災行政無線の定期訓練による操作習熟 

情 報 

システム 
〇データの分散管理 〇クラウド化及びデータセンターの分散化の推進 

   基本的な考え方 
 

〇 業務継続計画とは 
利用できる資源に制約がある状況下においても適切に業務を執行 

するため、優先すべき業務を特定し、必要な資源の準備や対応方針 

を定める計画である。 

〇 本計画の目的 
災害時において、市民の生命及び財産を保護し、市民生活に 必要 

不可欠な業務を早期再開することを目的とする。 

 
   計画の前提条件 

 

大規模地震、大規模水害が発生した場合の被害や業務継続への影
響について、最悪の状況を想定して具体的に整理するものとする。 

〇 想定される被害 地震（震度７） 

  非常時優先業務 

○ 非常時優先業務の選定 
前提条件を踏まえ、発災後１ヶ月以内に優先して開始すべき「非

常時優先業務」を選定し、業務開始目標時間、実施に必要な人数

を検討する。 

非常時優先業務の執行環境の確保 

○ 非常時優先業務の執行環境確保（概要） 

計画の推進 

業務開始 
目標時間 

非常時優先業務 
災害対策業務 優先すべき通常業務 

発災直後 

〇災害対策本部の設置 
〇情報収集 
〇緊急輸送道路の確保 
〇避難所の状況把握、開設 
〇福祉避難所の開設 
〇遺体収容所の開設 
〇救護所の設置 

〇庁舎の維持管理 
〇災害用ホームページの管理・運営 
 

１２時間以内 〇応急給水の実施 

２４時間以内 

〇物資集積所開設・管理 
〇救助救援物資に関すること 
〇ごみ収集および措置 
〇災害ボランティア受け入れ 
〇被災者総合支援センターの開設 

４８ 時間以内 
〇住民記録関係事務 
〇戸籍関係事務 

３日以内 
〇医療ボランティア受け入れ 
〇災害復興に係る都市計画に関すること 

１週間以内 
〇災害時応急教育計画に関すること 
〇家屋等の被害調査 

  

２ 週間以内 〇応急仮設住宅入居者の確保等 

１ヵ月以内 〇り災証明発行 

  
  

発災後の他の 
新規発生業務 

通 常 業 務 
  
  

業務継続の優先度が高いもの 

地域防災計画による 

災害応急対策業務 

  
  

地域防災計画による 

災害復旧復興 
業務 

早期実施の優先度が高いもの 

災
害
緊
急
業
務 

非
常
時
優
先
業
務 

  業 務 継 続 計 画 地 域 防 災 計 画 

作成主体等 
・都道府県又は市町村
が作成し、自らが実
施する計画である。 

・地方防災会議が作成
し、都道府県、市町
村、防災関係機関等
が実施する計画であ
る。 

計画の趣旨 

・発災時に必要資源に
制約がある状況下で
あっても、非常時優
先業務を目標とする
時間・時期までに実
施できるようにする
（実効性の確保）た
めの計画である。 

・災害対策基本法に基
づき、発災時又は事
前に実施すべき災害
対策に係る実施事項
や役割分担等を規定
するための計画であ
る。 

行政の被災 

・行政の被災を想定
（庁舎、職員、電力、
情報システム、通信
等の必要資源の被災
を評価）し、利用で
きる必要資源を前提
に計画を策定する必
要がある。 

・行政の被災は必ずし
も想定する必要はな
いが、業務継続計画
の策定などによる業
務継続性の確保等に
ついては計画に定め
る必要がある。 

対 象 業 務 

・非常時優先業務を対 
 象とする。 
 （災害応急対策、災
害復旧・復興業務だ
けでなく、優先度の
高い通常業務も含ま
れる。） 

・災害対策に係る業務
（災害予防、災害応
急対策、災害復旧・
復興）を対象とする。 

業 務 開 始 

目 標 時 間 

・非常時優先業務ごと
に業務開始目標時間
を定める必要がある。 

 （必要資源を確保し、
目標とする時間まで
に、非常時優先業務
を 開 始 ・ 再 開 す
る。） 

・業務開始目標時間は
必ずしも定める必要
はない。（一部の地
方公共団体では、目
標時間を記載してい
る場合もある。） 

業務に従事
する職員の
飲料水・食
料等の確保 

・業務に従事する職員
の水・食料、トイレ
等の確保について検
討のうえ、記載する
必要がある。 

・業務に従事する職員
の水・食料、トイレ
等の確保に係る記載
は、必ずしも記載す
る必要はない。 

業務継続計画と地域防災計画との相違点 

市 域 全 体 建物全壊数 死 者 数 負 傷 者 数 
物 資 供 給 

対 象 者 数 

想 定 数 17,377 803 16,341 34,867 

〇 想定される被害 水害（鬼怒川や小貝川の氾濫） 

市 域 全 体 建物全壊数 建 物 半 壊 死 者 数 負 傷 者 数 

想 定 数 53 5,072 2 44 

平 成 3 1 年 2 月 
市 民 環 境 部 


